
 

廃棄物・リサイクル対策等の推進に関する重点提言 
 

 廃棄物・リサイクル対策等を推進するため、国は、特に次の事項について積

極的な措置を講じられたい。 

 

１．廃棄物処理施設の整備等の推進 

（１）循環型社会形成推進交付金については、交付申請額が満額交付されるよ

う所要額を確実に確保するとともに、交付率の引上げや対象事業の拡大、

要件の緩和など、財政措置を拡充すること。 

   特に、施設の新設はもとより、基幹的改良や修繕等に係る支援措置を充

実すること。 

   また、今後の更新需要を見据えた同交付金の見直しに当たっては、都市

自治体による施設整備等に支障を来すような過度な要件設定等は行わない

こと。 

（２）廃棄物処理施設の解体撤去工事費については、し尿処理施設等すべての

廃棄物処理施設を循環型社会形成推進交付金の交付対象とするとともに、

解体のみの場合や広域化・集約化に伴い新施設以上に解体施設がある場合

等も交付対象とするなど、財政措置を拡充すること。 

 

２．循環型社会の形成推進 

（１）リサイクルを更に推進するため、「川上から川下まで」トータルで取り組

む必要があるとの認識に立ち、特定の主体が全責任を負うことなく、各主

体が応分に責任を負担しつつ協働していく制度を構築すること。 

   その際、市町村にとって財源と人材に裏打ちされた制度とすること。 

（２）リサイクルできない品目だけをリストアップし、それ以外の品目すべて

をリサイクルすることとするなど、「簡素で分かりやすい」システムを検討

し、持続可能な制度を構築すること。 

（３）リサイクル率向上に配慮した再生利用が容易な製品設計を製造事業者に

義務付けるとともに、リサイクル費用について、前払い方式や製品価格へ

の上乗せを実施すること。 
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３．持続可能なプラスチック資源循環の推進  

（１）プラスチック資源の分別収集及びリサイクルに係る費用について、事業

者に更なる負担を義務付けるとともに、都市自治体の負担分については十

分な財政措置を講じること。  

（２） 分別回収品目の追加や資源回収量の大幅な増加等により、分別回収体制

の変更や住民への周知、回収・リサイクル設備の効率性向上及び処理能力

の確保、中継施設の整備・運営等が新たに必要になるため、財政措置をは

じめ、地域の実情に応じたきめ細かな支援を行うこと。  

（３） 住民の協力による適正な分別排出が促進されるよう必要な措置を講じる

とともに、事業者による自主回収の拡大、民間リサイクル事業者の技術開

発・インフラ整備に係る支援、再生素材の利用促進等に責任を持って取り

組むこと。  

（４）事業者がプラスチック資源循環に資する環境配慮設計やリユース容器・

製品の利用、過剰な使用の削減、代替素材への転換等に取り組める環境を

整備すること。  

 

４．家電リサイクル制度の見直し 

（１）リサイクル費用については、製品購入時に支払う前払い方式に改めるこ

と。 

（２）不法投棄された廃家電製品の撤去運搬・リサイクル費用等については、

国費による財政支援制度を創設するなど、広く関係者が負担を分かち合う

仕組みを充実すること。 

（３）義務外品の回収について、今後の販売方法・購買行動の多様化等に見合

った、小売業者の引取義務が徹底して果たされる仕組みを構築すること。 

（４）「家電リサイクル法」で定められた対象品目要件を緩和し、電子レンジ、

マッサージチェア、オイルヒーター、冷媒ガス類等を使用した除湿器など、

市町村によるリサイクル等が困難な製品を対象品目に追加すること。 

 

５．容器包装リサイクル制度については、拡大生産者責任の原則に基づき、事

業者責任を強化・明確化するとともに、都市自治体と事業者等との役割分担

及び費用負担を適切に見直すこと。 

  特に、都市自治体の収集運搬・選別保管等に係る負担を軽減すること。 
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６．旅行客等が排出するごみの回収等に係る経費について、地方交付税の算定

において入込客数を反映するなど、財政措置を講じること。 

 

７．海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）対策に係る財政措置を充実すること。 

  また、マイクロプラスチックを含む海洋ごみ等の実態把握及び発生抑制対

策を推進すること。 

 

８．浄化槽の老朽化にともなう整備・更新等に係る財政措置を拡充すること。 

 

９．有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ）については、科学的知見の集

積を行い、健康影響や農畜産物等への影響を明らかにするとともに、その対

策等を早急に示すこと。 

  また、健康被害等の発生が懸念される場合には、必要な方策を早期に示す

とともに、都市自治体が行う取組に対して財政支援措置を講じること。 

 

10．有害鳥獣対策については各地で対応に苦慮しており人身被害も急増してい

ることから、市街地及び人里へ出没したクマ類等の捕獲に当たっては、捕獲

従事者の安全を図り、現場の状況に応じた適切な方法で確実かつ迅速に捕獲

できるよう、緊急時における鳥獣保護管理法第 38 条に係る銃器の取扱いを見

直すとともに、必要な機材や人材の配置及び指揮系統の構築等の体制整備を

図ること。 

鳥獣保護管理法の見直しに当たっては、以下の事項について特段の措置を

講じること。 

（１）従前の取組状況も踏まえ、警察官職務執行法や銃刀法等の関係法令や関

係省庁との役割分担についての調整を十分に行い、現場において混乱が生

じることなく、都市自治体及び従事者が安心して鳥獣被害対策を実施しう

るよう、ガイドライン等において明確かつ詳細に示すとともに、解釈にば

らつきが生じないよう丁寧に周知・説明すること。 

（２）都市自治体のみならず、連携が必要となる関係機関に対しても国の責任

において十分に周知すること。また、銃猟の実施や捕獲従事者の社会的重

要性について周知徹底に努め、クマ類等の捕獲に対する国民の理解増進を

図ること。 
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（３）都道府県によってはクマ類等の捕獲を制限している場合もあることから、

改正法との整合を図るとともにクマ類等の保護管理対策への支援を進める

こと。 

（４）鳥獣被害対策における市町村の果たすべき役割が大きくなっていること

も踏まえ、国において確実かつ十分な財政措置を講じること。 

（５）捕獲の担い手不足は全国的に顕在化していることから、国主体の研修会

等の技術的支援や捕獲者の待遇充実に向けた支援を行うなど、対応可能な

人材育成・確保について、国においても積極的に取り組むこと。 
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